
 

 

１ 発行にあたって

  広島県県営林に係る

広島県の森林・林業施策の推進につきまして，ご理解・ご協力を賜り

  さて，本県では

きた約１万５千ヘクタールの分収林

新たに

  現在，約２万ヘクタールとなる県営林のスケールメリットを活かし，

産・販売を通じて

  平成

終了しましたが，この間，集中的に経営改善に取り組み，一定の成果をあげることができまし

た。 

  本誌は

度～令和５年度）を迎えるに

ご報告し，県営林事業へのご理解を深めていただくことを目的に発行することとしました。

  皆様におかれましては，県営林について

い申し上げます。
 

２ 県営林の概要

（１）県営林の目的

   県営林は，森林の整備や木材の生産・販売を計画的に実施することを通じて，

などの
 

森林の整備

木材の生産と販売
 

（２）県営林の現況

   県営林の多くは昭和

体面積の４割を占めています。

   また，施業状況

が多く，現在は主に利用間伐の適期となっています。

その中でも生育が良好な森林については

植栽樹種

となっており，ヒノキが大半を占めています
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【県営林の樹種別・齢級別構成】（平成 29 年度末現在） 

 
 

【県営林における施業】 

＜植栽＞ 

＜下刈り＞ 

＜除伐＞ 

 

20年 

程度 

＜保育間伐＞ 

・20～30％間伐 

・１～２回実施 

・伐採木は伐捨て 

 

10～

20年 

＜利用間伐＞ 

・33％間伐 

・１～２回実施 

・伐採木は搬出→売却 

・路網を整備 

 

10～

20年 

＜主伐＞ 

・すべて伐採 

→搬出→売却 

・主伐後は 

契約解除 

 

＜利用間伐＞ 

・スギ・ヒノキなどの立木を間伐（間引き）することで，立木の健全な生育を促します。 

・また，間伐木を売却し，伐採・搬出等経費を差し引いた収支がプラスになれば，ご契約者様に

分収金をお支払いできます。 

・利用間伐時には，間伐材を搬出するための路網（森林作業道）を整備します。路網が整備され

ていることで，将来の主伐の際に森林の評価が上がり，立木を高く売ることができます。その

結果，ご契約者様に分収金を多くお支払いできます。 

 

施業の流れ（利用間伐） 

①森林作業道の整備       ②立木の伐採     ③造材（伐採木を丸太にする） 

 

 

 

         

④集材（丸太を集める）    ⑤木材市場等へ運搬     ⑥市場等で丸太を売却 

（1 齢級＝５年） 



-3- 

 

＜主伐（皆伐）＞ 

・おおむね 50 年生以上の立木のうち，十分に生長した立木をすべて伐採し，収益を確保します。 

・通常，立木のまま販売し，買受者（素材生産業者など）が伐採・搬出します。販売に当たって

は，競争入札によりできるだけ多くの収益を確保します。 

・伐採後は，原則，県営林としての契約は解除し，その後の管理はご契約者様に委ねられます。 

 県としては，事前に主伐の施業プラン書をご契約者様にお示しし，再造林した場合の将来収支

のシミュレーションについてもご提案します。 

 

３ 第１期県営林中期管理経営計画の達成状況 

  平成 26 年度から平成 30 年度の５年間は，集中改革期間と位置付け，第１期県営林中期管理

経営計画を策定し，生産性の向上などの経営改善に取り組みました。その結果，目標とする木

材生産事業と保育事業を併せた経常利益（単年度収支）の黒字化を平成 28 年度から３年連続

で達成しました。 

 

【経営改善目標及び実績】 

経営改善目標 Ｈ２４時点 Ｈ３０目標 Ｈ３０実績 

生産性の向上（㎥／人・日） ４．５ ８．０ １０．２ 

直接協定取引導入割合（％） ０ ４０ ９６ 

素材生産量の拡大（㎥） ３０，０００ ５３，０００ ４５，２００ 

注１）「生産性の向上」とは，木材の伐採・搬出における作業の効率化を図り，作業員１人１日

当たりの丸太生産の材積量を増加させることです。 

注２）「直接協定取引」とは，製材工場等とあらかじめ木材の取引価格や数量を協定により定め

た上で，木材を山土場等から製材工場等に直送することです。 

 

【施業面積】                            単位：ヘクタール 

区分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 計 

利用間伐 ４６５ ４５３ ２８５ ２８２ ２５１ １，７３６ 

主伐 － １３ １０４ ６５ ４９ ２３１ 

計 ４６５ ４６６ ３８９ ３４７ ３００ １，９６７ 

 

【木材生産材積】                              単位：千㎥ 

区分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 計 

利用間伐 ３９ ３８ ２６ ２８ ２７ １５８ 

主伐 － ４ ２８ ２１ １８ ７０ 

計 ３９ ４２ ５４ ４９ ４５ ２２９ 

注）単位未満を四捨五入しているため，計算値が一致しない場合があります。 

 

【経常利益】（単年度収支）                 単位：百万円 

区分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

経常利益 △１０２ △３７ １８ ２５ ２５ 

 

４ 第２期県営林中期管理経営計画の概要 

  第２期県営林中期管理経営計画（令和元年度～令和５年度）では，平成 30 年７月豪雨災害
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による路網の被災や，消費税増税による木材需要低下の可能性を踏まえ，安定的な木材生産及

びコスト削減や有利販売を一層進めることにより自立した経営が可能となるよう，計画期間を

通じて，引き続き経常利益の確保を目指します。 

 

【施業面積】                            単位：ヘクタール 

区分 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

利用間伐 ２５０ ２５０ ２８０ ２８０ ２８０ １，３４０ 

主伐 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ４５０ 

計 ３４０ ３４０ ３７０ ３７０ ３７０ １，７９０ 

 

【木材生産材積】                              単位：千㎥ 

区分 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

利用間伐 １９ １９ ２１ ２１ ２１ １０１ 

主伐 ２７ ２７ ２７ ２７ ２７ １３３ 

計 ４５ ４５ ４８ ４８ ４８ ２３４ 

注）単位未満を四捨五入しているため，計算値が一致しない場合があります。 

 

【経常利益】（単年度収支）                 単位：百万円 

区分 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

経常利益 １１ １２ １２ １３ １３ 

 

５ 平成 30 年度実績 

  平成 30 年度においては，平成 30 年７月豪雨災害の影響により主伐及び利用間伐の事業量は

減少しましたが，生産性の向上や有利販売に取り組んだ結果，下表のとおり，目標とする経常

利益（⑦全体収支）の黒字化を達成しました。 

木材生産に係る収支実績については，①収入が５億７千万円，②支出が約４億９千万円とな

り，③収支を約８千万円確保するとともに，計約５千万円の分収金（②支出の内数）を対象事

業地のご契約者様にお支払いできる予定です（令和元年度中に支払予定）。 

なお，ご契約者様にお支払いする平均分収金額（１ha 当たり）は，利用間伐で約１１０千

円，主伐（立木販売）で約４９７千円となりました。 

 

【収支実績】                        単位：千円 

区分 Ｈ３０ 備  考 

木材 

生産 

①収入 ５６５，５７９ 
利用間伐及び主伐による販売収入 

利用間伐に係る国庫補助金等 

②支出 ４８９，６８４ 

伐採・搬出及び作業道開設経費 

木材の運搬・販売経費等 

【分収金５千万円を含む】 

③収支 ７５，８９５ ①－② 

保育 

④収入 １６，３７５ 保育に係る国庫補助金等 

⑤支出 ６７，５５８ 保育，県営林の管理に要する経費等 

⑥収支 △５１，１８３ ④－⑤ 

⑦全体収支 ２４，７１２ ③＋⑥ 
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【施業面積・延長及び材積】 

施業種 面積・延長 材 積 
平均分収金額 

（１ha 当たり） 

利用間伐 ２５１ha ２７，３２６㎥ １１０千円 

主伐 ４９ha １７，８７４㎥ ４９７千円 

保育間伐 １５８ha － － 

作業道 ５１，５２１ｍ － － 

 

 

 

 

 

 

 

利用間伐した事業地（※列状間伐）    主伐した事業地（伐採前）      保育間伐した事業地（伐り捨て） 

※列状間伐：山の斜面の上下に沿って列状に間伐する方法で，低コストで効率的な間伐が可能となります。 

 

６ 令和元年度計画 

  令和元年度においては，平成 30 年７月豪雨災害の影響により，平成 30 年度に引き続き利用

間伐の事業量を縮小していますが，木材生産におけるコスト削減や，木材の有利販売に取り組

み，ご契約者様により多くの分収金をお支払いできるよう努めてまいります。 

事業の実施に当たっては，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【施業面積・延長及び材積】 

施業種 面積・延長 材 積 

利用間伐 ２５０ha １８，７５０㎥ 

主伐 ９０ha ２６，６００㎥ 

保育間伐 ２００ha － 

作業道 ５５，０００ｍ － 

 

７ お願い 

  県では，利用間伐及び主伐による施業を実施する際，事前にご契約者様に施業プラン書をお

示しし，施業内容についてご理解いただけるようご説明しております。 

  施業プランのご説明の際，旧（一財）広島県農林振興センター分収造林の時分からお願いし

ておりました分収割合の変更（県：ご契約者様 ６：４→７：３）につきましても，引き続き

ご同意をお願いしております。 

  現在，県営林全体における分収割合変更の同意割合は約７割となっており，公平性の観点か

ら，ご同意いただいたご契約者様の事業地を優先して施業（利用間伐・主伐）を実施しており

ます。 

  今後，施業を予定している事業地のご契約者様に対し，順次，施業プラン書をお示しすると

ともに，分収割合変更のお願いをしてまいります。 

  また，既存県営林（地上権設定契約）につきましても，県営林事業全体として，同様の事業

スキームや収支構造により管理経営していることから，分収割合変更のお願いをしてまいりま
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す。 

現在，分収割合の変更に不同意のご契約者様又は県からの提案をまだ受けていないご契約者

様におかれましては，誠に恐縮ですが，木材価格の下落（下表参照）など林業を取り巻く現状

にご理解をいただき，分収割合変更へのご同意をご検討くださいますようお願い申し上げます。 

  今後とも，皆様のご理解を得ながら県営林の管理・経営を進めてまいりますので，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

【スギ・ヒノキ・カラマツの素材価格の推移】 ※平成 30 年版森林・林業白書より 

 

 

 

 

 【ご契約者様へのお願い】 

次のような場合は，県にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

○ 相続や売買などにより，契約名義が変更となる場合 

○ 代表者が変更となる場合（企業や団体が契約している場合） 

○ 住所や電話番号が変更となった場合 

○ 分収割合の変更に同意いただける場合 

【お問い合せ・ご連絡先】 

〒730-8511 広島市中区基町１０番５２号 

         広島県農林水産局森林保全課 県営林グループ・県営林経営改革担当 

         電話番号 ０８２－５１３－３６９４ 

 


